
１ 職員の任免及び職員数に関する状況

（1） 職員の採用、退職の状況

一般行政職

医療職

技能労務職

合 計

（2)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数 人

人口1万人当たり職員数 人

人口1万人当たり職員数 人

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数（教育長を含む。）です。

２ [ ]内は、条例定数の合計です。

３ 津軽広域連合に派遣中の職員は除きます。

＜参考＞

81.09

1 ＜参考＞

退職不補充△ 1

休職者の課付1
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△2

職 員 数

146

＜参考＞

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第58条の2及び藤崎町人事行政の運営等の状況
の公表に関する条例第6条の規定に基づき公表するものです。
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5

水道事業へ事務移譲
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藤崎町人事行政の運営等の状況の公表（平成２６年度）

区 分
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（3)年齢別職員構成の状況（平成２６年４月１日現在）

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数（教育長を含む。）です。

(4)定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

①平成２２年４月１日～平成２７年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１ 計画期間は、２２年～２７年の６年間です。

２ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以

降現年までの職員増減数の累計を示します。

２ 職員の給与の状況

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

％

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。

２ 職員数は、平成２５年４月１日現在の人数です。

634,748

％

24年度の人件費率

一人当たり

給与費 Ｂ／Ａ

千円

Ｂ／Ａ

計 Ｂ
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△ 18
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実 質 収 支

千円
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－

△ 8

△ 8

－

－

（参考）
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△ 2

－
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19

△ 1

人

162,856

15,661

千円
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25年度
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127
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住民基本台帳人口

（25年度末）

10,401,074

職員数

Ａ

人 千円

103

千円

人

146

人

44歳

千円
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（3） 特記事項

・特別職の給料月額10％を減額しています。

(4) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当等の諸手当を合計したものです。

(5) 職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円

(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２６年４月１日現在）

（注）１ 藤崎町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(8) 期末手当・勤勉手当 (9) 退職手当（平成２６年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

千円 勤続２０年 月分 月分

（25年度支給割合） 勤続２５年 月分 月分

期末手当 勤勉手当 勤続３５年 月分 月分

月分 月分 最高限度額 月分 月分

（その他の加算措置）

（加算措置の状況） 定年前早期特例措置：3～45％加算

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5%～20% （0～33,350円）×60ヶ月

・管理職加算 なし 退職時特別昇給：なし

（25年度１人当たり平均支給額）

勧奨・定年：20,036千円

一般行政職

区 分

区 分

平 均 年齢

％

％

13.1

320,900304,300

41

28

人

6

人

人

％

経験年数
２０年以上２５年未満

大 学 卒

区 分

技能労務職

一般行政職

52.6

標準的な職務内容

課長補佐
26.2

一般行政職

主査・主事

－

経験年数
１５年以上２０年未満

309,500

285,100

350,400

高 校 卒

－高 校 卒技能労務職

１人当たり平均支給額（25年度）

６ 級
2

16 14.9

1.9

％

課長

課長

人

202,000

構成比

5.6

％

270,700

経験年数
１０年以上１５年未満

321,800

高校卒

140,100

平均給料月額

大学卒

44.2

315,500

１ 級

区 分

349,800

平均給与月額

５ 級

３ 級

４ 級

２ 級

課長補佐・係長
38.3

人

職員数

主事・主事補
人

14

276,000

172,200

％

21.62

30.82

43.70

52.44

1,283

2.5 1.35

27.0250

36.5700

52.4400

52.4400

調整額：在職中の職責等による貢献度に基づく加算
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(10) 特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）

主な支給対象職員

(11) その他の手当（平成２６年４月１日現在）

国の制度 国の制度と支給実績

との異同 異なる内容（25年度決算） 平均支給年額

（25年度決算）

円

円

円

円

感染症防疫作業手当
右記の作業に従事
した職員

感染症患者若しくはその疑いのあ
る患者の救護又は感染症菌の附着
若しくはその疑いのある物件等に
係る作業に従事したとき

500円／日

手当の名称 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

14,452千円 212,529円

1人目
配 偶 者 有

死体取扱手当
右記の作業に従事
した職員

火葬及び行旅病死人等の死体処理
作業に従事したとき

800円／体

手
当
名

内容及び支給単価

住
居
手
当

借
家
・
借
間

〔12,000円以上の家賃〕

支給職員１人当たり

扶
養
手
当

配偶者 13,000

同
2人目以上 6,500

15歳到達後最初の4月1日から
22歳到達後
最初の3月31日までにある子の
加算

1人につき
5,000円

6,500

配 偶 者 無 11,000

3,479千円 217,437円

1）このうち月額23,000円以下の場合

家賃-12,000円

2）月額23,000円を超える場合

（家賃-23,000円）×1/2+11,000円

（支給限度額27,000円）

同

3,867千円 42,033円
運賃等55,000円以下の場合、全額支給

交通用具使用者

2km～60km=2,000円～24,500円

通
勤
手
当

交通機関利用者

同

306,882円
その職務の特殊性に基づき支給

支給額：20,000円～35,000円

管
理
職
手
当

管理又は監督の地位にある職員について、

寒
冷
地
手
当

毎年11月から翌年3月までの各月の初日に

同

7,360円

5,217千円

8,468千円 67,744円

おいて在職する職員に対して支給

(支給月額）

世帯主
扶養親族あり 17,800円

扶養親族なし 10,200円

その他の職員
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(12) 特別職の報酬等の状況（平成２６年４月１日現在）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

円

（ 円 ）

月分

月分

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職月数×0.455

給料月額×在職月数×0.265

注 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

勤めた場合における退職手当の見込額です。

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 職員の勤務時間

(2) 職員の休暇制度と取得状況

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、必要と認められ
る期間

256,000

給

料

有
給

1年につき、20日付与。残った休暇があるときは20日を限度として
翌年に繰り越すことができる

証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で必要と認め
られる期間

582,000

（ ）は減額措置を行う前の金額

選挙等休暇

区 分

町 長 648,000

副 町 長 523,800

給料月額等

720,000

報

酬

議 長 243,000

議 員 204,000

副 議 長 213,000

（ ）は減額措置を行う前の金額

225,000

215,000

期
末
手
当

町 長 （25年度支給割合）

副 町 長

議 長 （25年度支給割合）

2.85

副 議 長

議 員

任期毎

副 町 長 7,403,040円 任期毎

町 長 15,724,800円

2.85

1週間の勤務時間

退
職
手
当

始業時刻 終業時刻 休憩時間 1日の勤務時間

38時間45分

主な休暇の種類 取得実績

8:15 17:00 12:00～13:00 7時間45分

主な休暇の内容

-

年次有給休暇
平均9.54

日

病気休暇 22件

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は提供
に伴い必要な検査、入院等のため必要と認められる期間

公務によらない負傷又は疾病のため療養する場合、連続する90日以
内（疾病により例外あり)の期間において最小限度と認める期間

-

骨髄移植休暇 -

証人等休暇
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無
給

(3)年次有給休暇の取得状況(平成25年1月1日～平成25年12月31日)

日 日 人 日 ％

１ 対象職員には、派遣職員、再任用短時間職員、期間中に育児休業又は休職した職員は含みません。

(4)育児休業の取得状況

育児休業取得者数

1歳に達するまでの子を育てるために申し出た場合、1日2回それぞ
れ30分以内の期間

職員の妻が出産する場合、2日の範囲内の期間

職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就
学の始期に達するまでの子を養育する場合、当該期間内における5
日の範囲内の期間

有
給

父母の追悼のための行事を行う場合、1日の範囲内の期間

-

前年度からの取得者

1人女性職員 3人

11.1

0人

２ 半日については、0.5日とし、時間数については7時間45分を1日換算して計上しています。

28.88

男性職員

育児休業取得者数

平成25年度新規取得者

1,548.00 139

消化率総取得日数 対象職員数 平均取得日数

介護休暇

総付与日数

配偶者、父母、子、配偶者の父母等を介護する場合、連続する6月
の期間内において必要と認められる期間

災害により滅失等し
た住居の復旧作業等
の場合の休暇

災害・交通機関の事故等に
より出勤が著しく困難な場
合の休暇

子の看護休暇

産前休暇

-ボランティア休暇
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで災害が発生した被災地等に
貢献する活動を行う場合、一の年において5日の範囲内の期間

結婚休暇 3件職員が結婚する場合、連続する5日の範囲内の期間

8件

27件忌引休暇

1件

短期介護休暇 -

小学校就学前の子を看護する場合、1年において5日の範囲内の期間
（子が2人以上の場合は10日）

介護等の世話を行う場合、1年において5日の範囲内の期間（要介護
者が2人以上の場合は10日）

親族が死亡した場合、続柄等により1～7日以内の連続する日数の範
囲内の期間

3件

産後休暇 4件

出産予定日までの6週間の範囲以内で申し出た期間

出産日の翌日から8週間

育児参加休暇

育児休暇 -

配偶者出産休暇 4件

夏季休暇

災害時に退勤途上の
身体の危険を回避す
る場合の休暇

-

-

-

7日の範囲内の期間

必要と認められる期間

取得日数
3日

7月から9月までの期間内に、原則として連続する3日の範囲内の期
間

必要と認められる期間

祭日休暇 2件

b/a

0人

5,360.52

a b c b/c
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取得期間別内訳

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況(平成25年度)

(2) 懲戒処分の状況(平成25年度)

５ 職員の服務の状況

職務に専念する義務の特例について

職員は、職務に専念する義務を負います(地方公務員法第35条）が、法律又は条例に特別な定めが

ある場合は、その義務が免除されます。

1 法律に定めがある場合

○地方公務員法第55条第8項に規定された適法な交渉ほか

2 条例に定めがある場合

○研修を受ける場合

○厚生に関する計画の実施に参加する場合

○任命権者が定める場合

６ 職員の研修

研修の実施状況(平成25度)

○青森県自治研修所

基
本
研
修

0人

0人

0人 0人

0人

合 計 0人

法令に違反した場合 0人

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

0人 0人

0人

0人

0人

合 計 0人

0人

0人 0人

0人 0人

0人

0人

0人

0人

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 0人 0人

戒告

0人

0人 0人 0人

0人 0人その他 0人

0人定数の改廃、予算の減少により過員等が生じた場合

0人 0人

0人

0人

0人

0人

合計 3人

心身の故障の場合 0人 0人

部分休業

降給

0人

0人

休職

その職に必要な適格性を欠く場合 0人 0人

0人3月未満

取得者数

0人

免職 停職 減給

0人 0人

合計

合計

勤務実績が良くない場合 0人 0人 0人

免職

0人 0人

降任

6月以上12月未満 3人

12月以上24月未満

取得者数取得期間 取得期間

0人

3月以上6月未満 0人

24月以上

法制執務研修

青森県自治研修所

派遣先 受講者数

課長研修

1人

5人

3人

3人

1人

2人

研修名

新採用者研修

主事・技師研修

主査研修

主幹研修
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況

職員の健康診断等の状況(平成25年度)

青森県自治研修所

人間ドック 66人

聴力検査

74人

71人

13人

胸部検査

心電図検査

内 容 受診者数

42人

１日ドック

脳ドック

身体計測

血液検査

理学的検査

政策法務研修

視力検査

血圧測定

定期健診（事業所健診）

専
門
研
修

尿検査

名 称

基
本
研
修

国際文化アカデミー

中南津軽郡町村職員研修会

1人

3人

1人

4人

1人

4人

3人

1人

1人

2人

1人

1人

1人

1人

1人

1人

26人

カウンセリングマインド研修

わかりやすい話し方・説明のしかた研修

行政サービス最適化研修

地域力創造研修

クレーム対応研修

部下力向上研修

道路事業一般研修

市町村選挙管理事務研修

平成25年度自治体職員のための公会計簿記の基本

番号法（マイナンバー）対応研修

目標達成のためのタイムマネジメント研修

市町村固定資産税研修

市町村税務新任者研修

市町村民税研修

用地職員新任者研修

市町村法務研修
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